
令和7年 1月３１日作成 

令和６年 12月２日以降の資格確認書の発行について 
 

マイナンバーカードを持っていない、またはマイナ保険証の利用登録をしていない方は、建設国保組合から交付される資格確

認書を提示すれば、これまでの保険診療を受けることができます。 

 健康保険証の取り扱い 資格確認書の発行 

Ｒ6.12.1 時点で 

既に加入済みの方 

現行の「健康保険証」は、券面の有効期限まで 

利用可能です。 

住所などの変更があった時は、マイナ保険証の 

保有状況を確認し、発行します。 

R6.12.2 以降に 

加入される方 
「健康保険証」は発行されません。 

資格取得時などに、マイナ保険証の保有状況を 

確認し、発行します。 

 

(参考)医療機関等受診時のマイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせの比較 
 名称 形状 取得方法 使用目的 使用方法 

➀ 
マイナ 

保険証 

マイナンバーカード 

 

 

 

マイナンバーカードの入手後、 

マイナンバーカードの保険証利

用登録を行う 

カードリーダー

が設置されてい

る医療機関を受

診するとき 

医療機関に設置

されているカード

リーダーで読み

取り 

➁ 資格確認書 

従来の健康保険証と 

同じカード型 

（色は薄紫） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資格取得時等にマイナ保険証

の保有状況を確認し、マイナ

保険証をお持ちでない方に職

権で発行 

 Ｒ6.12.1 時点で既加入者に

はＲ7.9 月に一斉交付予定 

マイナ保険証を

お持ちでない方

が医療機関を受

診するとき 

医療機関に提示 

③ 
資格情報の 

お知らせ 

Ａ４サイズの用紙 

（右下を切り取って 

ご利用ください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資格取得時等に送付 

 Ｒ6.12.1 時点で既加入者に

はＲ７．7 月に一斉交付予定 

 

※マイナポータルから確認でき 

る「わたしの情報」でも代用可 

カードリーダー

が使えない場合

に医療機関を受

診するとき 

マイナンバーカー

ドと資格情報の

お知らせの両方

を医療機関に提

示 

※資格情報のお

知らせのみでは

受診不可 

  

資格確認書 
 

富建 ｘｘ-ｘｘｘｘ 

資格情報の 

お知らせ 
 

富建 ｘｘ-ｘｘｘｘ 

健康保険証 
 

富建 ｘｘ-ｘｘｘｘ 

見た目はほぼ同

じですが、カード

のタイトルが変

わりました 

資格情報の 
お知らせ 

（Ａ4 用紙） 

資格情報の 
お知らせ 

 
富建 xx-xxxx 

拡大 

マイナンバーカードを

お持ちでない方 

マイナンバーカードを

お持ちの方 
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ご自身がマイナ保険証を利用できる状況か、ご確認ください 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＋ 

マイナンバーカードを持って 
いますか？ 

資格確認書をご利用ください。 
有効期限は 10 月から翌年 9 月までの
1 年間です。 

マイナンバーカードの保険証利
用登録を行っていますか？ 

マイナポータルで保険証利用登録を 
しているか確認してください 

持っていない（作らない） 

持っている 

いいえ 
（登録していない） 

わからない 

健康保険証が「登録済」(「登録済み」) 
となっている 

マイナ保険証をご利用できます 

はい 
（登録している） 

スタート 

病院の窓口で掲示するもの 

Ａさん 

Ｃさん 

Ｂさん 

資格確認書 
 

富建 ｘｘ-ｘｘｘｘ 

健康保険証 
 

富建 ｘｘ-ｘｘｘｘ 
券面の有効期限まで使えます 

資格情報の 
お知らせ 

 
富建 xx-xxxx 

病院の窓口では「マイナ保険証」を使います。 

「資格情報のお知らせ」は、病院等のカードリーダー

に不具合等があった場合に使用します。 

「資格情報のお知らせ」だけでは受診できません。 

その他の医療証やお薬手帳は 

これまで通りお持ちください 

健康保険証が「未登録」 
となっている 

券面の有効期限まで使えます 
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住民票上の同一世帯 

70 歳未満の方が建設国保組合へ加入するとき 

世帯主 
 
Ａさん 

妻 
 
Ｂさん 

子 
 
Ｃさん 

建設国保組合に加入している組合員Ａさん一家の場合（イメージ） 

現在 

お持ちのもの 

建設国保組合の組合員 
建設国保組合以外 
（協会けんぽ 等） 

Ｂさんの扶養 

マイナ保険証 

 
もしくは 

 
健康保険証 

建設国保組合 
以外の 

健康保険証 

建設国保組合 
以外の 

健康保険証 

ＢさんとＣさんが、Ａさんの家族被保険者として建設国保組合に加入 

→建設国保組合では、ＢさんとＣさんにマイナ保険証を持っているか確認します 

建設国保組合 

マイナ保険証を 

お持ちですか？ 
持っています 持っていません 

Ｂさん Ｃさん 

建設国保組合 

Ｂさん Ｃさん 

資格確認書 
 

富建 xx-xxxx 

資格情報の 
お知らせ 

（Ａ4 用紙） 

資格情報の 
お知らせ 

  
富建 xx-xxxx 

同一世帯でも建設国保組

合から交付されるものは

異なります 

マイナ保険証を持っているＢさんには「資格情報のお知らせ」（Ａ4サイズ用紙） 

マイナ保険証を持っていないＣさんには「資格確認書」（カード型）が交付されます。 

健康保険証 
 

富建 xx-xxxx 

「資格情報のお知らせ」がお

手元に届き次第、マイナ保険

証で受診できます。 

届くまでは、医療機関へ手続

き中の旨をお伝えください。 
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70 歳以上 75 歳未満の方には、これまで保険証のほかに高齢受給者証を交付してきましたが、 

Ｒ6.12.2 以降に 新規加入・家族追加・再交付 をするときは、マイナ保険証の保有状況により取り扱い

が異なります。 

ただし、マイナ保険証の保有状況に関わらず、高齢受給者証は当面交付します。 

建設国保組合 

マイナ保険証を 

お持ちですか？ 

持っています 
持っていません 

建設国保組合 

資格情報の 
お知らせ 

（Ａ4 用紙） 

資格情報の 
お知らせ 

 
富建 xx-xxxx 

マイナ保険証を持っている

方は、病院・薬局では「マイ

ナ保険証」をご使用ください 

高齢 
受給者証 

 
 

富建 xx-xxxx 

「資格情報のお知らせ」がお

手元に届き次第、マイナ保険

証で受診できます。 

届くまでは、医療機関へ手続

き中の旨をお伝えください。 

資格確認書 
 

富建 xx-xxxx 

高齢 
受給者証 

 
 

富建 xx-xxxx 

各種届出について 

マイナ保険証をお持ちの方も、氏名や住所が変わられたときは必ず建設国保組合へ届け出てください。 

マイナンバーカードの券面の情報が変更されても、建設国保組合で登録している氏名や住所は変更され

ません。 

建設国保組合 

70 歳以上の方が建設国保組合へ加入するとき 
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年

月 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 …

マイナ保険証
＋マイナポータル

マイナ保険証
＋資格情報のお知らせ

R9年R7年

医療機関等で
オンライン資格
確認が利用で
きない場合

R6年 R8年

受診方法

　保険証

　マイナ保険証　

　資格確認書

　(有効期限:10月～最長翌年９月まで)

制度改正日 （12月2日） 経過措置期間終了 （9月30日）

※10月：経過措置期間終了後

使用不可

※制度改正後使用可能

健康保険証

富建 xx-xxxx

↖７月中：「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証と紐づいている方へ一斉交付予定 ※申請不要

資格情報の
お知らせ
（Ａ4用紙）

↖10月：一斉更新 ※申請不要

（9月中：一斉交付）

資格情報の
お知らせ

富建 xx-xxxx

※資格情報の

お知らせ＿

※制度改正後使用可能

資格確認書

富建 xx-xxxx
↖10月：一斉更新 ※申請不要

（9月中：一斉交付）

↖10月：一斉更新

※申請不要

（9月中：一斉交付）

↖新規加入、住所変更等があった方に発行開始

 
  

令和 6年 12月２日以降の医療機関等の受診方法 （70歳未満） 
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年

月 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 …

マイナ保険証
＋マイナポータル

R9年R7年

医療機関等で
オンライン資格
確認が利用で
きない場合

R6年 R8年

受診方法

　保険証

　マイナ保険証　

マイナ保険証
＋資格情報のお知らせ

　資格確認書

　(有効期限:10月～最長翌年９月まで)

　高齢受給者証
　※保険証、資格確認証をご利用の
　　 場合は忘れずにお持ちください
　(有効期限:8月～最長翌年7月まで)

制度改正日 （12月2日） 経過措置期間終了 （9月30日）

※10月：経過措置期間終了後

使用不可

資格情報の

お知らせ

（Ａ4用紙）

↖10月：一斉更新 ※申請不要 （9月中：一斉交付）

※制度改正後使用可能

↖8月：「資格情報のお知らせ」を、

マイナ保険証と紐づいている方へ

一斉更新 ※申請不要

（7月中：一斉交付）

資格情報の
お知らせ

富建 xx-xxxx

※資格情報の

お知らせ＿

※給付割合が記載されているため、毎年更新されます

（有効期限：8月～最長翌年7月まで）

※制度改正後使用可能

↖10月：一斉更新 ※申請不要

（9月中：一斉交付）

↖10月：一斉更新

※申請不要

（9月中：一斉交付）

↖新規加入、住所変更等があった方に発行開始

高齢

受給者証

富建 xx-xxxx

資格確認書

富建 xx-xxxx

↖8月：一斉更新 ※申請不要

（7月中：一斉交付）

↖8月：一斉更新 ※申請不要

（7月中：一斉交付）

健康保険証

富建 xx-xxxx

↖8月：「資格情報のお知らせ」を、

マイナ保険証と紐づいている方へ

一斉更新 ※申請不要
（7月中：一斉交付）

 

令和 6年 12月２日以降の医療機関等の受診方法 （70歳以上） 


